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 現在、滋賀県内各地において、女性を対象としたわいせつな

事案が連続して発生しています。 

 

 このような「人の尊厳を踏みにじる卑劣な犯罪」は、被害に

遭われた方だけでなく 、その家族や友人の方など、多く の県民

を深く 傷つけ、そして不安におとしいれるものであり、決して

許すことはできません。 

 

 「なく そう犯罪」滋賀安全なまちづく り実践県民会議は、こ

の卑劣な犯罪と立ち向かい、被害の根絶を目指して「痴漢等多

発警報」を発令するとともに、対象犯罪の抑止活動に取り組ん

でいきます。 

 

 また、これ以上の被害者を出さないためには、県民の方々お

一人おひとりの、防犯に向けた取組が必要ですし、それが地域

を守る大きな力となり ます。 

 

 県民の皆様におかれましては、この警報発令期間中、「各地

域での女性に対する見守り活動等」を積極的に取り組んでいた

だく など、滋賀県民が総ぐるみとなった犯罪抑止活動による安

全・安心なまちづく りへのご理解とご協力を賜り ますようお願

い申し上げます。 

 

 

平成２ ４ 年９ 月８ 日 

「なく そう犯罪」滋賀安全なまちづく り 実践県民会議 

会長   嘉 田 由 紀 子      


